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平成２９年度 甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習案内 

 

南越消防組合 

 

 

 消防法施行令第３条第１項の規定に基づく防火管理講習を下記のとおり実施します。 

 

記 

 

１ 講習種別 

  甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習の共通課程講習 

 

２ 受講対象者 

  防火管理義務対象物の防火管理者として選任される予定のある方。 

 

（１）防火対象物と防火管理者の資格区分 

用  途 

特定防火対象物 
非特定 

防火対象物 

特定防火対象物 

(避難困難者入所 

 施設を除く） 

非特定 

防火対象物 
避難困難者 

入所施設 
左記以外 

建物全体の延べ面積 すべて 300㎡以上 500㎡以上 300㎡未満 500㎡未満 

建物全体の収容人員 10人以上 30人以上 50人以上 30人以上 50人以上 

資格区分 甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者 

区分 甲種防火対象物 乙種防火対象物 

 

（２）テナントの防火管理者の資格区分 

区分 甲種防火対象物のテナント 

乙種防火

対象物の

テナント 

テナントの 

用途 

特定用途 
非特定 

用途 

特定用途 
非特定 

用途 
全て 避難困難者

入所施設 
左記以外 

避難困難者

入所施設 
左記以外 

テナントの 

収容人員 

10人以上 30人以上 50人以上 10人未満 30人未満 50人未満 全て 

甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者 
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３ 講習日時・会場等 

 講習年月日 会場 申請受付期間 定員 

第 1回 

 

平成 29年 

5 月 30日(火)・31日(水) 

南越消防組合消防本部 

4 階 消防防災ホール 

4 月 24日(月)～ 

     5月 19日(金) 
60 名 

第 2回 
平成 29年 

 10月 17 日（火）・18日（水） 

南越消防組合消防本部 

4 階 消防防災ホール 

9 月 19日(火)～ 

10月 6日(金) 
60 名 

 

 

４ 講習科目及び時間割 

甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習の共通課程講習  

 

 時間 科目 

第
１
日
目 

【
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
・
乙
種
防
火
管
理
講
習
共
通
課
程
】 

 ８：２０～ ８：５０  （３０分） 受付 

 ８：５０～ ９：００  （１０分) 受講案内等 

 ９：００～１０：００  （６０分） ①  防火管理の意義及び制度（１） 

１０：１０～１１：１０  （６０分） ②  火気管理 (１) 

１１：２０～１２：２０  （６０分） ③  施設及び設備の維持管理（１） 

１３：３０～１４：３０  （６０分） ④  防火管理に係る訓練及び教育（１） 

１４：４０～１６：４０ （１２０分） ⑤  防火管理に係る消防計画 

１６：５０～１７：００  （１０分） 
 質疑応答 

 乙種防火管理講習修了証交付 
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第
２
日
目 

【
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
】 

８：３０～ ９：００  （３０分） 受付 

９：００～１０：００  （６０分） ⑥  防火管理の意義及び制度（２） 

１０：１０～１１：１０  （６０分） ⑦  火気管理 (２) 

１１：２０～１２：２０  （６０分） ⑧  施設及び設備の維持管理（２） 

１３：３０～１４：００  （３０分） 効果測定 

１４：１０～１５：４０  （９０分） 
⑨  防火管理に係る訓練及び教育（２） 

（実技） 

１５：５０～１６：１０  （２０分） 
質疑応答 

甲種防火管理新規講習修了証交付 

 

◎乙種防火管理講習は、第１日目のみの講習で修了となります。 

 

５ 受講申請方法 

（１）受講希望の方は、本部予防課・中消防署・東消防署・南消防署・池田分署・河野分署

で所定の受講申請書により申請手続きを行ってください。 

（２）申請に必要な書類等 

   受講申請書 １通 

テキスト代郵便局振込用紙 １式 

※本部予防課・中消防署・東消防署・南消防署・池田分署・河野分署で配布します。 

（３）申請受付期間 

   上記３（講習日時・会場等一覧）申請受付期間（４月１８日（月）～５月６日（金））

の平日午前８時３０分から午後５時１５分までです。ただし、平日都合の悪い場合は祝

祭日でも受け付けます。 

定員に達した場合は会場の都合で期間内でも締め切ることが有りますのでご注意く

ださい。 
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６ 受講料  

受講料は無料です。ただし、講習で使用するテキスト（最新のもの）をお持ちでない方

は、別途後記７のテキスト代が必要となります。 

 

７ 使用テキスト 

講習では次のテキストを使用します。 

防火管理講習テキスト（東京法令出版） 

【テキスト代 ４，０５０円】 

  （上記テキストは、講習当日、会場にて配布します）  

※ 所定の郵便局振込用紙にてテキスト代を振込んでいただき、払込金受領証（又は

払込票兼受領証）を受講申請書裏面に貼付してください。（写し可） 

 

８ 修了証の交付 

  各講習とも全ての講習科目を受講した方には即日、修了証を交付します。 

なお、１科目５分以上の遅刻又は講習の途中で退席したとき等は修了証を交付できませ

んので注意してください。 

 

９ 講習科目の一部免除について 

（１）消防設備点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている方及び

自衛消防業務講習の課程を修了している方（消防法施行規則第４条の２の１

４に掲げる自衛消防業務新規講習及び自衛消防業務再講習の課程を修了し

ている方のほかに、「消防法施行規則第４条の２の１３第３号の規定に基づ

き、同条第１号及び第２号に掲げる者に準ずる者を定める件」（平成２０年

消防庁告示第１４号）第１に定める追加講習の課程を修了している方を含

む。）は、講習科目のうち、「防火管理の意義及び制度」（乙種防火管理講

習受講者は６０分、甲種防火管理新規講習受講者は１２０分）の科目につい

て免除を受けることができます。ただし、甲種防火管理新規講習の効果測定

における科目免除は行いません。 

（２）上記（１）の講習科目の一部免除を受けようとする方（以下「講習科目一

部免除者」という。）は、受講申請書の講習科目一部免除申告欄の免除を受

けようとする科目にレ印をし、上記（１）の講習を修了したこと等を証する

書類の写しを添付してください。 

（３）講習科目一部免除者の１日目の受付は、９時３０分～１０時００分（１０

時００分～１０時１０分 受講案内）、２日目の受付は、９時３０分～１０

時００分とし、これ以外の時間割については、一般の受講者と同様とします。 

 

10 その他 

（１）受講申請後に講習を受けることができなくなった場合でも、テキスト代の返金はでき

ません。（テキストをお渡しします） 

（２）会場（消防本部）の駐車場は駐車禁止となりますので、指定駐車場１（ＪＡ越前たけ



- 5 - 

ふ旧神山第一支所（駐車台数５０台程度）をご利用ください。（別図参照） 

第１駐車場満車時は指定駐車場２（越前市ふるさとギャラリー叔羅駐車場）をご利

用下さい。（別図参照） 

（３）講習当日は受講票、運転免許証等受講者本人であることを証明できるもの及び筆記

用具を必ず持参してください。 

（４）昼食や飲み物は各自で準備してください。（庁舎内には自動販売機がございません。） 

（５）駐車場内での事故は一切責任を負いかねます。 

（６）当講習についてお尋ねになりたい場合は、本部予防課・各消防署・各分署までお問い

合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申  込  み  先  住    所  電話番号  

南越消防組合  消防本部予防課  越前市千福町 126 21－8865 

南越消防組合  中消防署  越前市千福町 126 21－8885 

南越消防組合  東消防署  越前市西樫尾町 18‐7‐2 43－0119 

南越消防組合  東消防署池田分署  今立郡池田町稲荷 35‐2‐1 44－8119 

南越消防組合  南消防署  南条郡南越前町湯尾 14‐4‐2 45－0119 

南越消防組合  南消防署河野分署  南条郡南越前町今泉 18‐3 48－3119 
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別 図 

 

【指定駐車場１（JA 越前たけふ旧神山第一支所）の場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指定駐車場２（越前市ふるさとギャラリー叔羅）の場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○P  

指定駐車場１ 

 
（旧神山第一支所） 

   Ⓟ 

指定駐車場２ 

（ギャラリー叔羅） 
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【受講申請書記載要領】 
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